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 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。  

 平素から、選挙事務につきましては、格別の御協力をいただき、厚くお礼申

し上げます。  

 さて、令和８年２月８日（日）に第51回衆議院議員総選挙及び第 27回最高裁

判所裁判官国民審査が執行予定です。 

 つきましては、この選挙において貴病院・施設に入院、入所中の選挙人から

不在者投票をしたい旨の申し出があり、かつ、不在者投票事由に該当する場合

は、別添請求書により投票用紙等を請求されるようお知らせします。  

  

記 

１ 選挙日程 

  ○公   示   日：令和８年１月２７日（火） 

  ○選 挙 の 期 日：令和８年２月８日（日） 

  ○不在者投票期間：（以下） 

衆議院議員総選挙     令和８年１月２８日（水）～２月７日（土） 

最高裁判所裁判官国民審査 令和８年２月１日（日）～２月７日（土） 

 ※ 参考：山口県知事選挙  令和８年１月２３日（金）～２月７日（土） 

 

２ 投票用紙の請求時期について  

  不在者投票用紙の請求の始期について、特に定めはありませんが、事務処

理に要する日数を考慮し、なるべく早めに請求されますようお願いします。  

 

３ 請求書の記入について  

 (1）住所欄には、選挙人名簿に記載されている宇部市の住所を記入してくだ  

さい。 

 (2）選挙人氏名、生年月日、性別は正確に記入してください。  

 (3) 請求される選挙について、不在者投票用紙等の備考欄の選挙種別に○印

をつけてください。 
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４ その他留意事項 

(1) 【要注意】山口県知事選挙を含め、全ての不在者投票ができるのは２月１日

（日）～２月７日（土）です。また、法令上、今回の国民審査の投票用紙を

交付（発送を含む）できるのは、２月１日（日）以降です。このため、国民審査

を含む投票用紙の請求がある場合は、できるだけ、投票予定日を２月３日

（火）～２月６日（金）とされますよう、お願いいたします。 

(2）指定病院、施設等では、氏名等の掲示はしないよう御注意ください。 

(3）選挙人の投票所入場券がある場合には、不在者投票用紙等の請求時に併せ

て提出してください。 

(4）投票用紙を選挙人に交付する際、他市区町村の投票用紙と混同するこ

とのないようお願いします。  

(5) 山口県選挙管理委員会から選挙公報及び審査公報が発行されますが、各選

挙の選挙公報等がすべて当市に到着するのは、１月３１日（土）の予定で

す。ご希望の場合は、２月１日（日）以降の受け取りとするとともに、請

求書に付箋等でその旨をお知らせください。  

(6) 投票用紙を選挙人に交付する際、投票用紙を間違えないよう注意してくだ

さい。たとえば、「これは衆議院の小選挙区選挙の投票用紙です。」「これ

は衆議院比例代表の選挙の投票用紙です。」「これは裁判官の国民審査の投

票用紙です。」のように、説明して交付をお願いします。  

(7）不在者投票経費は、選挙終了後、山口県知事宛山口県選挙管理委員会事務

局へ請求してください。  

(8) 不在者投票管理者等からの不在者投票用紙等の請求は、入院・入所中の選挙人からの依

頼に基づくものですので、選挙人から請求依頼書を徴するようにしてください。 

(9) 事務処理の詳細については、山口県選挙管理委員会作成の「指定病院等に

おける不在者投票の手引き」を参照され、適切に処理されますようお願い

します。 
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